
議案第５号 

 

東広島市教育委員会公印規則の一部改正について 

 

東広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を定めることについて、次の

とおり提案する。 

 

平成３１年３月１４日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

東広島市立志和堀小学校及び東広島市立河内西小学校の廃止に伴い、学校に設

置している公印の廃止を行うため、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

  平成３１年４月１日 

 

４ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 第２５条 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができ

ない。 

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関するこ 

と。 
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東広島市教育委員会規則第  号 

 

 東広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３１年３月  日 

 

東広島市教育委員会          

教育長  津  森     毅    

 

   東広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 

 東広島市教育委員会公印規則（平成２０年東広島市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

           「            「 

別表の１の表６の項中 
志和堀小学校 １ 

 を   高屋東小学校          １ 
 高屋東小学校 １ 

                      」            」 

         「            「 

に、同表１０の項中 
下黒瀬小学校 １ 

 を   下黒瀬小学校 １ 
 

 に改め 
河内西小学校 １ 

                    」            」 

る。 

            「            「 

別表の２の表５の項中 
志和堀小学校 １ 

 を 東志和小学校 １ 
 東志和小学校 １ 

                       」            」 

  「            「 

に、 
河内西小学校 １ 

 を 八本松中学校 １ 
 

に改める。 
八本松中学校 １ 

             」            」   

   附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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東広島市教育委員会公印規則（平成２０年教育委員会規則第１号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 一般公印 １ 一般公印 

公

印

番

号 

名称 ひな形 書

体 

寸

法 

用途 管理

者 

保管場所 個

数 

（略） 

６ 東広島

市立学

校長印 
 

篆

書 

方

２

１ 

学校長

名をも

って発

する文

書 

学校

長 

八本松小学

校 

１ 

西志和小学

校 

１ 

 

 

 

高屋東小学

校 

１ 

高屋西小学

校 

１ 

御薗宇小学

校 

１ 

八本松中学

校 

１ 

（略） 

１

０ 

東広島

市立学

校長印 
 

篆

書 

方

２

１ 

学校長

名をも

って発

する文

書 

学校

長 

三ツ城小学

校 

１ 

板城西小学

校 

１ 

上黒瀬小学

校 

１ 

乃美尾小学

校 

１ 

中黒瀬小学

校 

１ 

下黒瀬小学 １ 

公

印

番

号 

名称 ひな形 書

体 

寸

法 

用途 管理

者 

保管場所 個

数 

（略） 

６ 東広島

市立学

校長印 
 

篆

書 

方

２

１ 

学校長

名をも

って発

する文

書 

学校

長 

八本松小学

校 

１ 

西志和小学

校 

１ 

志和堀小学

校 

１ 

高屋東小学

校 

１ 

高屋西小学

校 

１ 

御薗宇小学

校 

１ 

八本松中学

校 

１ 

（略） 

１

０ 

東広島

市立学

校長印 
 

篆

書 

方

２

１ 

学校長

名をも

って発

する文

書 

学校

長 

三ツ城小学

校 

１ 

板城西小学

校 

１ 

上黒瀬小学

校 

１ 

乃美尾小学

校 

１ 

中黒瀬小学

校 

１ 

下黒瀬小学 １ 

 

新 旧 

校 

 

 

 

（略） 
 

校 

河内西小学

校 

１ 

（略） 
 

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 

２ 専用公印 ２ 専用公印 

公

印

番

号 

名称 ひな形 書

体 

寸

法 

用途 管理

者 

保管場所 個数 

（略） 

５ 東広島

市立学

校印 
 

篆

書 

方

４

５ 

賞状、

表彰

状、感

謝状及

び卒業

証書 

学校

長 

八本松小学

校 

１ 

西志和小学

校 

１ 

 

 

 

東志和小学

校 

１ 

高屋東小学

校 

１ 

高屋西小学

校 

１ 

東西条小学

校 

１ 

板城西小学

校 

１ 

上黒瀬小学

校 

１ 

乃美尾小学

校 

１ 

中黒瀬小学

校 

１ 

公

印

番

号 

名称 ひな形 書

体 

寸

法 

用途 管理

者 

保管場所 個数 

（略） 

５ 東広島

市立学

校印 
 

篆

書 

方

４

５ 

賞状、

表彰

状、感

謝状及

び卒業

証書 

学校

長 

八本松小学

校 

１ 

西志和小学

校 

１ 

志和堀小学

校 

１ 

東志和小学

校 

１ 

高屋東小学

校 

１ 

高屋西小学

校 

１ 

東西条小学

校 

１ 

板城西小学

校 

１ 

上黒瀬小学

校 

１ 

乃美尾小学

校 

１ 

中黒瀬小学

校 

１ 
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新 旧 

下黒瀬小学

校 

１ 

 

 

 

八本松中学

校 

１ 

もみじ中学

校 

１ 

（略） 
 

下黒瀬小学

校 

１ 

河内西小学

校 

１ 

八本松中学

校 

１ 

もみじ中学

校 

１ 

（略） 
 

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 
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